
 

 建 設 企 業 協 議 会 協 議 事 項  
 
 
 
 
 
 

 ○ 所管事項の報告について 

１ 八戸市内水ハザードマップの公表について 

２ 八戸市立市民病院経営強化プランの策定について 

３ 令和６年能登半島地震に係るＤＭＡＴの派遣状況等について 

４ 令和６年度ダイヤ改正について 

日時 令和６年１月 19 日(金) 

   本会議終了後 

場所 第四委員会室 
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八戸市立市民病院経営強化プランの策定について 

 

１．経営強化プラン策定の目的 

 公立病院においては、医師の時間外労働規制への対応も含め医師・看護師

等の不足や偏在の問題、人口減少・少子高齢化に伴う医療需要の変化に起因

する様々な課題がある。 

本プランは、国のガイドラインを基に、その様々な課題に対し、医師・看護

師等の限られた医療資源を地域全体で最大かつ効率的に活用するという視点

や、新興感染症の感染拡大時の対応という視点を持って、公立病院の経営を

強化し、持続可能な地域医療提供体制を確保することを目的に策定するもの

である。 

対象期間は令和 5年度から令和 9年度までの 5ヶ年とする。 

 

２．プランの概要 

（１）経営強化プランの基本方針 

① 役割・機能の最適化と連携の強化 

 青森県地域医療構想を踏まえ、引き続き、八戸地域の中核病院として急

性期医療の中心を担うとともに、他の医療機関との機能分化・連携強化を

進めていく。 

 

② 医師・看護師等の確保と働き方改革 

 計画的な医師・看護師等の医療スタッフの確保に努めるとともに、多職

種によるタスクシフト・シェアを進め、勤務環境の改善を図りながら働き

方改革に対応していく。 

 

③ 経営形態の見直し 

 当院の経営状態は、コロナ禍前までは比較的安定していたため、当面、

地方公営企業法全部適用の経営形態を継続する。 

 

④ 新興感染症の感染拡大時等に備えた平時からの取組 

 新型コロナウイルス感染症の経験を活かし、通常時から感染症拡大時に

おけるまで安定して医療を提供できるよう医療体制を整えるほか、県と即

応病床確保に係る対応を協議していく。 
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⑤ 施設・設備の最適化 

医療の質を高める高度な医療機器の整備・更新等を計画的に進め、医療

提供体制の充実・強化に努めていく。 

また、Wi-Fi等通信環境の整備や、災害拠点病院として、浸水対策の具体

的方策について検討を進める。 

 

⑥ 経営の効率化等 

 コロナ関連補助金の大幅な減少や物価高騰の影響により、経営状況が厳

しさを増していることを踏まえ、令和 9 年度までの収支計画をはじめ経営

指標に係る数値目標を設定し、目標達成に向けた取り組みを行う。 

 

（２）経営強化プランの策定・点検・評価・公表 

 収支計画等は、診療報酬改定などの経営環境の変化などに大きく影響を

受けるため、経営強化プラン策定後においても、毎年度、適切な進捗管理

と適宜修正を行いながら、安定した経営基盤の確立を目指す。 

 

３．策定までの経過 

令和 5年 11月 22日 青森県地域医療構想調整会議（八戸地域）にお

いて承認 

令和 5年 11月 24日 

～12月 25日 

パブリックコメントを実施 

令和 5年 12月 21日 八戸市立市民病院運営審議会において承認 

令和 6年 1月 19日 建設企業協議会説明 

令和 6年 3月 策定・公表予定 

 



 

 

 

 

令和６年能登半島地震に係るDMATの派遣状況等について 

 

 令和６年 1月 1日に発生した能登半島地震に係るDMAT（災害派遣医療チーム）の

派遣状況等について、次のとおりご報告いたします。 

 

１ 派遣状況 

（１）経 緯 等  令和６年１月６日に厚生労働省（DMAT 事務局）から青森県に 

      対し、青森 DMAT の派遣要請があり、市民病院を含む県内６医療 

      機関で構成する７チーム（３１名）が派遣された。 

（２）派遣期間  令和６年１月７日から９日まで 

（３）派遣人員  市民病院チーム５名（医師、看護師、業務調整員） 

（４）派遣場所  公立能登総合病院、特別養護老人ホーム「秀楽苑」（石川県七尾市） 

（５）活動内容  活動拠点本部の運営、施設入所者の搬送支援 

 

２ 今後の予定 

⚫ １月１３日に厚生労働省（DMAT 事務局）から青森県に再度 DMAT の派遣要

請があり、県は、青森 DMAT の追加派遣（１月１８日～２月４日）を決定。 

市民病院からは１月２７日から２月４日まで派遣する予定。 

⚫ 同様に、厚生労働省から全国の自治体病院に対し、能登地方の病棟勤務に従事す

る看護師の派遣要請があり、市民病院から４名の看護師を派遣する予定。 

（派遣期間等の詳細は調整中） 
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令和６年度ダイヤ改正について 

 

１ 改正の理由 

  令和６年度のダイヤ改正は、輸送人員の減や乗務員不足に加え、2024年４月か

らの改正改善基準告示の適用によるバス運転者の休息時間の延長に対応するため、

既存路線の運行本数及び時刻の見直しを行い、仕業数を平日・土曜日・日祝日と

も各１仕業減らすものである。 

  なお、ダイヤ改正に当たっては、ハチカ利用データを活用するとともに、市内

各学校への要望聞き取り調査を参考に、利用者の利便性を維持するよう編成した。 

 

（営業規模）             

 

仕 業 数 

（1仕業：乗務員１人の１日の仕事量） 前年度比 

令和５年度 令和６年度 

平 日 １０８ １０７ △１ 

土曜日 １００ ９９ △１ 

日祝日  ８７  ８６ △１ 

 

２ 改正予定日 

   令和６年４月１日（月） 

 

３ 主な改正内容 

(1) 八戸駅線等間隔運行の見直し 

現在、南部バスと共同で平日（10 時～15 時台）のみ概ね 10 分間隔で等間隔

運行しているものを平日・土曜日・日祝日とも 15分で等間隔運行する。 

また、中心街発、八戸駅発をどちらも同分とすることで、よりわかりやすい

ダイヤとする。 

中心街⇒八戸駅 市営バス 20分・50分発／南部バス 05分・35分発 

八戸駅⇒中心街 市営バス 05分・35分発／南部バス 20分・50分発 

 

(2) 八戸ニュータウン・高専線の運行間隔の見直し 

現在、中心街から田面木停留所間は、南部バスも運行しており、市営バスと

同時刻または５分未満の間隔で運行している時間帯があったが、南部バスの運

行と重複しないよう５分以上の間隔での運行とした。（朝の通勤通学時間帯を除

く） 

 

(3) その他路線の運行本数の見直し 

令和 4 年 2 月から導入されたハチカの利用データを活用し、運行本数を見直

すとともに時刻の調整を行うことにより、利用者の利便性を維持するよう編成

した。 
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(4) バス停名称の変更 

新名称 旧名称 

東京鉄鋼前 蓮沼 

八戸公園こどもの国入口 こどもの国入口 

八戸公園こどもの国通 こどもの国通 

 

４ 利用者への周知 

(1) 広報はちのへ（３月号）、交通部ホームページに掲載 

(2) バス停留所、バス車内、待合所、定期券販売窓口にお知らせ掲示 

(3) ポケットフレンド等の時刻表配布 


